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横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第3253号について 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会（会長 松村
まつむら

 雅生
ま さ お

）は、本日、次の答申を行い、 

横浜市長が行った保有個人情報不開示決定は妥当であると判断しています。 

 

１ 答申の件名  

「特定年月日１の道路境界（自宅と公道）立会の境界確定図と署名押印した書類」の保有個

人情報不開示決定に対する審査請求についての答申 

【答申第3253号】 

２ 諮問までの経過等  

答申

番号 
開示請求日 決定通知日 審査請求日 諮問日 請求者 実施機関 

3253 令和５年11月６日 令和５年11月29日 令和５年12月１日 令和５年12月27日 個人 市長 

 

３ 対象保有個人情報、原処分の決定内容、審査会の結論  

答申 
番号 

対象保有個人情報 原処分の決定内容･主な理由(概要) 
審査会 
の結論 

  保有個人情報不開示  

3253 

「特定年月日１の道路境界（自宅

と公道）立会の境界確定図と署名

押印した書類」（以下「本件保有

個人情報」という。） 

不存在 

（請求内容記載の事案について、請求者と

行った協議は成立していないため、請求者

が署名押印したとする書類は存在しない。 

 そのため、特定年月日１の道路境界調査

の立会い時に、若干の土地境界を修正した

上で作成したとする境界確定図も存在しな

い。 

 よって、当該開示請求に係る保有個人情

報はいずれも取得・作成しておらず、保有し

ていない。） 

原処分妥当 

  

令 和 ７ 年 ８ 月 2 9 日 
市 民 局 市 民 情 報 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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４ 審査会の判断の要旨  
 

答申 
番号 

判断の要旨 

3253 

《境界調査に係る事務について》 

横浜市では、横浜市道水路等の境界調査に関する規則（昭和54年５月横浜市規則第35号。

以下「規則」という。）に基づき境界調査を実施している。境界調査には、横浜市が管理す

る道路、河川又は水路とこれに隣接する土地との境界が確定していない場合に、当該隣接地

の所有者と実施機関が立会いによる協議の上、境界を確定する境界明示と、境界が既に確定

している場合に、当該隣接地の所有者と実施機関が立会いの上、資料図に基づき当該境界を

確認する境界復元がある。 

境界明示において、協議が成立した際には、申請者及び立会いをした申請隣接地の所有者

から承諾書を収受し、協議が整わない際は、境界明示立会協議不調通知書を通知することと

定められている。 

また、境界復元において、確認を終えた際には、申請者及び立会いをした申請隣接地の所

有者から確認書を収受することと定められている。一方、境界復元においては確認作業が整

わない場合の定めはないため、その旨を伝える通知等は行っていない。 

《本件保有個人情報について》 

本件保有個人情報は、保有個人情報開示請求書の記載から、特定地番（以下「本件土地」

という。）に係る特定年月日１に行われた道路境界調査において、立会者の署名押印した書

類及びその際に職員が修正して作成された境界調査図であると解される。 

《本件保有個人情報の不存在について》 

ア 実施機関は、本件審査請求文書を保有していないと主張しているため、当審査会が実施

機関に説明を求めたところ、次のとおり説明があった。 

(ｱ) 本件土地の境界については、特定年月日４に境界調査が行われ、特定年月日５に境界

点が確定している。また、特定年月日２には本件土地よりも西側の境界点が確定され、

本件土地の境界線が確定している。これらは当時の道路敷境界査定図に記録されてい

る。 

なお、特定年月日３に作成された道水路等境界明示図・復元図は、本件土地より東側

の道路に係る境界調査の結果を示したものであり、本件土地は対象に含まれていない。 

(ｲ) 特定年月日１に審査請求人立会いの下で行った調査は、境界が既に確定しており、本

件土地の境界石の入替えが目的であった。すなわち、境界復元のための立会いであった。 

審査請求人との確認作業が整わなかったため、確認書は収受していない。また、境界

明示又は境界復元の立会いにおいて、協議又は確認作業が整わなかった場合、立会人が

署名押印する書類はない。 

境界明示において協議が整わなかった場合は、規則に基づき境界明示立会協議不調通

知書を送付するが、境界復元であるため、審査請求人に特段の通知書は送付していない。 

(ｳ) 境界調査をする場合には、申請書のほかに公図や地積測量図等の資料の添付が必要と

なり、それに基づき境界調査が行われるため、根拠となる資料がないにもかかわらずそ

の場で図面の修正を行うことはなく、審査請求人が求めている修正した境界調査図は保

有していない。 

(ｴ) よって、本件保有個人情報は作成も取得もしておらず、保有していない。 

イ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。 

(ｱ) 審査請求人が特定年月日１時点では本件土地の境界点は確定していないと主張して

いるのに対し、実施機関は本件土地の境界については特定年月日１より前に確定されて

いると主張する。そのため、当審査会において、上記ア(ｱ)の特定年月日５及び特定年月

日２の道路敷境界査定図を確認したところ、前者の図面では境界点が、後者の図面では

本件土地の境界が確定していることが確認された。また、特定年月日３の道水路等境界

明示図・復元図を確認したところ、本件土地を対象にした境界調査に関するものではな

いことが確認された。 
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※ 答申全文については、次のＵＲＬをご覧ください。 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsakai

/shinsakai/toshinR7.html 

 

５ 法令（抜粋）  

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

（開示請求に対する措置） 

第82条 （第１項省略） 

２ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定によ

り開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。）

は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければなら

ない。 

 

お問合せ先 

市民局市民情報課長  平賀 匡生  Tel 045-671-3881 
 

答申 
番号 

判断の要旨 

(ｲ) そのため、特定年月日１は境界復元のための立会いであり、確認作業が整わなかった

ため、本件審査請求文書を保有していないとの実施機関の説明に不自然、不合理な点は

認められない。 

(ｳ) また、境界調査の申請については、規則第３条で、公図（写し）等を添付して申請書

を添付しなければならないと規定されており、境界調査をするに当たっては一定の資料

が必要であることを踏まえると、実施機関の上記ア(ｳ)の説明に不自然、不合理な点は認

められない。 

(ｴ) したがって、上記の実施機関の説明に不自然、不合理な点はなく、他に本件保有個人

情報開示請求の対象として特定すべき保有個人情報の存在を推認させる事情も認めら

れない。 

審査請求人のその他の主張は、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsakai/shinsakai/toshinR7.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsakai/shinsakai/toshinR7.html

